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　（３）資本的収支の状況

第21表　資本的収支の状況 （単位：千円、％）

区 分
増　 　減 　　率

 項 目
年 度

Ｒ ５ 年 度 Ｒ ６ 年 度
（　R6　／　R5　）

4,782,503 6,659,829 39.3

7,416,012 7,406,490 △ 0.1

95,359 80,466 △ 15.6

12,293,874 14,146,785 15.1

3,697,880 3,503,333 △ 5.3

8,397,979 10,243,040 22.0

企 業 債 3,357,500 4,949,100 47.4

他会計出資金 552,756 591,625 7.0

他会計負担金 4,103,988 3,977,165 △ 3.1

他会計借入金 0 129,051 皆増

他会計補助金 27,250 21,400 △ 21.5

0 0 -

198,015 400,412 102.2

12,095,859 14,146,785 17.0

　（４）資金繰りの状況

第22表　資金繰りの状況 （単位：千円、％）

一　時　借　入　金 医業収益に対する割合

135.2 9,654,000 12.6

156.1 6,360,000 8.1

161.0 5,813,712 7.3

149.5 8,335,319 10.5

124.8 11,238,000 14.1

　資本的収入（外部資金）は102億4,304万円（前年度83億9,797万9千円）で、対前年度比22％の増、資本的支出は141

億4,678万5千円（前年度122億9,387万4千円）で、対前年度比15.1％の増となっている。財源内訳は、内部資金等補て

ん財源が前年度より5.3％の減、外部資金は企業債が47.4％の増、他会計出資金等の一般会計繰入金は0.8％の増と

なっている。
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　　　流動比率（流動資産／流動負債）は124.8%と前年度（149.5％）より24.7ポイント低くなっている。［第22表］

項　 目 
流　　動　　比　　率

Ⅰ　概 況

　令和６年度の県内40市町村の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における健全化判断比率等の特徴

は次のとおりである。

  １１．．実実質質赤赤字字額額・・実実質質赤赤字字比比率率のの状状況況

　実質赤字比率は、一般会計や一部の特別会計（以下「一般会計等」という。）について、歳出に対する歳入の

不足額（いわゆる赤字額）を、地方公共団体の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除して表した

指標である。

　実質収支が赤字の団体はなし（令和６年度決算：なし）

  ２２．．連連結結実実質質赤赤字字額額・・連連結結実実質質赤赤字字比比率率のの状状況況

　連結実質赤字比率は、地方公共団体の一般会計等や水道事業会計等の公営企業会計など、すべての会計の赤字

額と黒字額を合算して、当該団体一法人としての歳出に対する歳入の不足額を、標準財政規模の額で除して表し

た指標である。

　連結実質収支が赤字の団体はなし（令和６年度決算：なし）

  ３３．．実実質質公公債債費費比比率率

　実質公債費比率は、地方公共団体の一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければならない経費である

公債費や公債費に準じた経費を標準財政規模を基本とした額で除して表した指標である。

　前年度に引き続きすべての団体が早期健全化基準（25.0％）未満となっており、県内市町村全体の実質公債

費比率（加重平均）は、9.7％（前年度9.7％）となっている。

　なお、実質公債費比率は、平成18年度から、地方債の発行について、従来の許可制度から協議制度に移行したこと

に伴い導入された財政指標であり、18％以上の団体は、地方債の発行にあたって引き続き許可が必要となるが、

本県では、該当する団体はない（前年度に引き続きなし）。

第１表　実質公債費比率の推移 （単位：％）

市 平 均

実質公債費比率 町 村 平 均

市町村平均 9.6

令和6年度

9.9

9.0

9.9

9.0

第第三三　　　　　　健健　　全全　　化化　　判判　　断断　　比比　　率率　　等等

区　　　分 令和4年度

10.0

9.7

9.1

9.7

令和5年度
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  ４４．．将将来来負負担担比比率率

　将来負担比率は、地方公共団体の一般会計等が将来的に負担することになっている実質的な負債にあたる額

（将来負担額）を把握し、この将来負担額から負債の償還にあてることができる基金等を控除の上、標準財政

規模を基本とした額で除した指標である。

　前年度に引き続きすべての団体が早期健全化基準（350.0％）未満となっており、県内市町村全体の将来負担

比率（加重平均）は、45.9％（前年度43.9％）となっている。

　県内市町村全体における将来負担比率の構成要素をみると、将来負担比率を引き上げる要素としては、地方

債現在高、公営企業債等繰入見込額の占める割合が高く、比率を引き下げる要素としては、将来の普通交付税

に算入される基準財政需要額算入見込額の占める割合が高い。
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５５．．資資金金不不足足比比率率

　資金不足比率は、公営企業会計における資金の不足額（資金収支の累積不足額を表すもの）を、公営企業

の事業規模（営業収益）の額で除して表した指標である。

　県内市町村及び一部事務組合の経営する公営企業会計（113会計）のうち、資金不足のある公営企業会計は

６会計（５団体）あり、そのうち資金不足比率が経営健全化基準（20.0％）以上となる公営企業会計はない。

　前年度と比較すると、２会計（交通事業１会計、病院事業１会計）で資金不足比率が減少したが、４会計

（病院事業４会計）で資金不足比率が増加した。

第４表　資金不足のある公営企業 （単位：百万円、％）

R6年度 R5年度 R6年度 R5年度

病院事業会計 病院事業 法適 1,233 332 13.5 3.7

自動車運送事業会計 交通事業 法適 119 115 5.9 6.9

黒石市 病院事業会計 病院事業 法適 709 705 18.1 17.8

十和田市 病院事業会計 病院事業 法適 1,303 131 17.4 1.7

三沢市 三沢市立三沢病院事業会計 病院事業 法適 789 607 17.3 14.3

中部上北広域事
業組合

病院事業会計 病院事業 法適 37 128 2.8 9.6

青森市

団体名 会計名 事業区分
法適用
区分

資金不足額 資金不足比率


